
１．件名：福島第一原子力発電所サブドレン他浄化設備における滴下事象及び３号機  
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術参与、長崎技術参与 
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東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 

福島第一原子力発電所 担当６名（テレビ会議システムによる出席） 

 

５．要旨 

○東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき、以下の説明があった。 

 サブドレン他浄化設備前処理フィルタ２Ｂからの滴下事象について 

 本年５月２２日に発生したサブドレン他浄化設備前処理フィルタ（以下

「フィルタ」という。）２Ｂの保温材下部からの水の滴下事象を受け、フ

ィルタ２Ｂの容器内面全面の目視確認を行ったところ、腐食生成物によ

り盛り上がった錆こぶが１０箇所確認され、うち１箇所では貫通孔が確

認された。フィルタ２Ｂのチャンバー（ステンレス鋼）がスタッドボルト

を介して胴板（炭素鋼）と導通していることから、ガルバニック腐食（異

種金属接触腐食）の発生により腐食が加速したものと推測される。 

 フィルタ２Ｂ以外についても容器内面の確認を実施したところ、フィル

タ１Ｂにおいてはフィルタ２Ｂ同様、局部的に腐食進展が加速している

箇所を確認したが、フィルタ３Ｂでは一部に塗装の剥離等があったもの

の局部的に腐食進展が加速している箇所は確認されなかった。 

 Ａ系統について、フィルタ１Ａ内面には腐食生成物は確認されなかった。

Ｂ系統と設置時期が異なり異種金属間に絶縁処置が施されているためと

思われる。フィルタ交換時の内面確認を引き続き実施する。 

 今後の対応方針は以下のとおり。 

・フィルタ１Ｂと２Ｂは、容器を新規製作し取替えを行う。その際、異種

金属間の絶縁処置等、ガルバニック腐食対策を講じる。取替えを行うま

での期間における台風等の大雨に備え、フィルタ１Ｂは応急的な補修を

実施する。フィルタ３Ｂについては、補修を実施した上で、ガルバニッ

ク腐食対策を行う。 

・現状、サブドレン他浄化設備はＡ系統にて運転を継続しているが、台風

等の大雨時でもサブドレンくみ上げ量を抑制しないよう、集水タンクの

空き容量を確保する、フィルタ２ＢをバイパスしてＢ系統の運転を行う

ことを可能とする等の対策を検討し、実施する。 

・本事象の発生要因を分析し、保全計画の見直しを実施する。 

 ３号機原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）トーラス室滞留水水位の連通性低下について 

 ３号機Ｒ／Ｂの滞留水については、これまでトーラス室に隣接するＨＰ

ＣＩ室に設置した滞留水移送ポンプを用いて水位の低下を行ってきたが、

ＨＰＣＩ室とトーラス室の水位連通が徐々に緩慢になり、トーラス室水



位が他エリアより高い水位（T.P.-1500mm 付近）で停滞している状況にあ

る。 

 連通性が良くなった場合のトーラス室からタービン建屋（Ｔ／Ｂ）及び

廃棄物処理建屋（Ｒｗ／Ｂ）への滞留水流出や、サブドレン水位が高めに

設定されることによる地下水流入量抑制効果の減少の懸念があるため、

早期にトーラス室にポンプを設置することを検討している。 

 

○原子力規制庁は、上記説明を受けた内容について確認するとともに、 

 サブドレン他浄化設備前処理フィルタ２Ｂからの滴下事象について 

 本事象を受けての対応について、進捗状況を適宜報告すること 

 フィルタ１Ｂの応急的な補修の際に異種金属間の絶縁処置を施すことが

できないか検討すること 

 サブドレン他浄化設備以外の設備において異種金属の接触が生じている

箇所がないか確認すること 

 ３号機原子炉建屋（Ｒ／Ｂ）トーラス室滞留水水位の連通性低下について 

 本事象を受けての対応について、進捗状況を適宜報告するとともに、実

施計画を変更する場合は速やかに申請すること 

  等を求めた。 

 

６．その他 

資料： 

 サブドレン他浄化設備前処理フィルタ２Ｂ保温材下部からの滴下事象につ

いて 

 ３号機Ｒ／Ｂトーラス室滞留水水位の連通性低下について 


